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（第　 1

①

②

③

①

②

通報件数（緊急時の通報）

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし） 【指標の定義（算式等）】

協力員出動件数

消防出動件数 10

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 2,2502,250 2,250

その他特財 28

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

　総　事　業　費 ①＋④ 7,638 7,657

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

0.25

9,000

2,250

9,389

0.25

9,000

10,031

台

台

229188 189 209

24 21 2020

7,781

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

設置累計台数（年度末現在）

新規利用者への設置台数

9,000 9,000

17年度（決算）

0.25 0.25

5,388 5,407

直接事業費

5,3795,374 7,115

7,139

地方債

一般財源

14

国支出金
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上位施策との関
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整理番号 22-14 作成部署 保健福祉部高齢者支援課
（高齢サービス事業）

緊急通報装置設置事業
事務事業名 内線805

課長職名事務区分

　安全で安心できるまち

部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 三上　正美

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

小西　洋一

　緊急通報装置は、電話機に取り付けるもので、装置本体及び本体と離れた場所から通
報可能なペンダント型の端末器を貸与する。煙センサー、熱センサー、ガス漏れセン
サーも希望により取り付けられる。緊急時の協力員を2人以上確保して申請する。緊急
時の通報は受信センターに入り、必要に応じて協力員、消防へ出動要請が行われる。
（装置の設置、システム運用は委託より実施）　なお、平成１７年度より所得に応じ設置
費用の自己負担を導入した。

平成１9年6月

7,757

　ひとり暮らしの高齢者及び重度身体障がい者で、身体状況や健康状態により日常生活
に支障がある方

　急病・事故・火災などの突発的な事態が発生した時に利用者からの通報を受け、必要
な救援態勢をとる。

24

作成日

　高齢者福祉

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

　北広島市緊急通報装置整備事業実施要綱

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

15 20 20

件 5 8 10 10

件 9

件 6 9 10



■

□

□

□

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　□有　　　　　■無法律で実施が義務付けられている事務事業か

3

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 22-14

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

4

4

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状継続

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　１次評価（在宅生活をしていくうえで不安感を解消するための有効な事業であり、これからの
高齢化に伴い、一人暮らしの高齢者が増加し設置要望が高まることから事業を継続する）の
とおり。

■現状継続
□見直し

高齢者及び障がい者が在宅で自立生活を継続してい
くための支援は行政が関与すべきであり、在宅での自
立生活には必要な事業である。

緊急時の必要な対応が取れており、成果は上がっている。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

可能なものは委託しており,同じ経費でもっと効率的な
方法は考えにくい。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

装置設置費に係る利用者負担金を、所得段階に応じ
て設定している。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

□終了

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

緊急対応を確保することにより高齢者の生命・安全を
図るために必要な事業であり、引き続き事業を実施し
ていく。
地域での見守りや支え合い意識の向上を図り、協力員
確保につなげていく。

1次評価のとおり


